
令和８年度月ヶ岡特別支援学校いじめ防止基本方針 

      （平成２７年１０月） 

（平成３０年４月改定）  

（平成３０年１１月改定） 

（平成３１年４月改定）  

（令和２年３月改定） 

（令和３年１２月改定） 

（令和５年８月改定） 

（令和７年２月改定） 

１ いじめ防止基本方針の策定 

   この基本方針は、いじめ防止対策推進法、新潟県いじめ等の対策に関する条例に基づき本校

におけるいじめ及びいじめ類似行為（以下「いじめ等」という｡)の防止、いじめ等の早期発見

及びいじめ等への対応について基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに、そ

れらを実施するための体制について定める。 

  

 ２ 「いじめ防止対策推進法」におけるいじめの定義と学校の責務と重大事態への対応 

（１）いじめの定義（第２条） 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童 

と一定の人的関係※１にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響※２を与える行 

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった 

児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

※１ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生 

徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ） 

等、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

※２ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、 

嫌なことを無理矢理させられたりすること等を意味する。 

 

  （２）いじめ類似行為の定義 

    「いじめ類似行為」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 

当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える 

行為（インターネットを通じて行われるものを含む｡)であって、当該児童等が当該行為を 

知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いものをいう。 

 

＜具体的ないじめの態様の例＞ 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・仲間はずれ、集団による無視をされる 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする 

・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、被害児童生徒がそのこと 

を知らずにいるような場合など 



（３）重大事態への対処  

学校の設置者又はその設置する学校による対処（第二十八条） 

① 児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。 

② 児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたと 

き。 

     以上の場合には、すみやかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設 

け、事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

    ＜基本方針＞ 

第二十八条の①について 

    ○児童生徒が自殺を企図した場合  ○心身に重大な傷害を負った場合 

    ○金品等に重大な被害を被った場合 ○精神性の疾患を発症した場合などが想定される。 

     第二十八条の②について 

     相当期間とは年間３０日を目安とする。ただし、一定の期間、連続した欠席は迅速に 

    調査に着手する。また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたとい 

    う申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとする。 

 

（４）学校及び学校の教職員の責務（第八条） 

 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、 

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び 

早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われ 

るときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 

  （５）いじめに対する措置（第二十三条）  

   学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の 

保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思

われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な

措置をとるものとする。（以下は要約） 

  ①児童等がいじめを受けていると思われたときには、いじめの事実の有無の確認を行うと

ともに、その結果を学校の設置者に報告する。 

  ②いじめの事実が確認された場合には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、複数の

教職員、その他専門的な知識を有する者と協力し、被害・加害児童等及びその保護者に

対する助言を継続的に行うものとする。 

  ③加害児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を

行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるように

するために必要な措置を講ずるものとする。 

  ⑤被害児童等の保護者と加害児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじ

めの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

  ⑥学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察

署と連携してこれに対処する。当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大

な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めな

ければならない。 



   ３ いじめ防止対策のための基本的な取組 

 本校の児童生徒は、知的障害があり、言語理解や意思伝達に困難さを抱えているため、学 

校生活をはじめ家庭や地域での生活においても、一人一人の実態（障害等の程度）に応じた適

切な指導や支援がなされるよう十分に配慮しながら取組を進めていく。  

また、「いじめに関する生徒指導の重層的支援構造」を踏まえ、いじめ防止の取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）いじめ防止につながる発達支持的生徒指導 

＜安心で安全な学校づくり＞ 

生徒が「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる人権感覚を身

に付け、「多様性を認め、人権侵害をしない人」へと育てる。 

【発達支持的生徒指導の取組】 

日々の生徒への挨拶、声掛け、励まし、称賛、対話及び授業や行事等を通した個と集

団への働き掛け 等 
・自然や人とかかわる活動を通して思いやりの心が育つようにする。 
・各種学校行事において児童生徒に役割を与え、役割を遂行できるように適切に指導、支援を行い、十分な称
賛により満足感、達成感をもたせる。このような取組を通じて、仲間意識、自己肯定感を高める。 

 
 

（2）いじめの未然防止教育 

全ての生徒が「いじめをしない」態度や力を身に付けるような働き掛けを生徒指導は

もとより、各教科での学習、道徳や特別活動、体験学習などを通じて継続的に行う。 

【課題未然防止教育の取組】 

人権教育集会、いじめ防止教育、SOSの出し方に関する授業、情報モラル講座、性教

育講座 等 
・日常生活の中で集団生活や社会活動の充実を図り、規範意識と自立しようとする態度を育てる。 
・ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）、ストレスマネジメントの学習を実施して、 
対人関係の指導や対人的ストレスへの適切な対処等に関する対人的適応能力を伸ばす。 

   ・体や心の変化のメカニズムや対処法を学び、適切な男女のかかわり方を学ぶ。 
・インターネットを通じて行われるいじめへの対策児童生徒・保護者に対して、授業や配布物などの機会を通
じて、必要な情報モラルの教育及び普及啓発を行う。 

・定期的に校内研修を開き、いじめ防止対策や障害特性についての研修を深め、いじめを生まない教育の実践
に努める。 

・ＰＴＡ総会等を通じて、保護者への理解、啓発等を図り、連携を進める。 
・オープンスクール等を通じて、家族や地域の方への理解、啓発等を図り、連携を進める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 いじめ対応の重層的支援構造 ※生徒指導提要より 

⑴発達支持的生徒指導 

⑵課題未然防止教育 

⑶課題早期発見対応 

⑷困難課題対応的生徒指導課題

早期発見対応 

課題予防的生徒指導 

いじめの解消に向けた組織的な指導・援助（い

じめ防止対策組織による被害生徒ケア、加害生

徒指導、関係修復等） 

いじめの予兆の発見と迅速な対処（アンケー

ト、面談、健康観察等による気付きと被害生徒

の安全確保等） 

道徳や学級・ホームルーム活動等における生

徒主体のいじめ防止の取組の実施 

生徒が「多様性を認め、人権侵害をしない

人」に育つような人権教育や市民生教育を通

じた働き掛け 



（3）いじめの早期発見対応 

いじめの兆候を見逃さないようにして、早期発見に努める。また、予兆に気付いた場

合には、被害（被害の疑いのある）生徒の安全確保を何よりも優先した迅速な対処を心

掛ける。 

【早期発見対応の取組】 

日々の健康観察、アンケート調査、教育相談、進路相談 等 
・日常的な児童生徒の行動観察を徹底する。 
・保護者との連携を密にする。（毎日の連絡帳を通して児童生徒の情報交換を行う。各学期に「保護者懇談会」
を開き、保護者との面談を行う。） 

・定期的に教育相談を行い、いじめの早期発見に努める。 
・児童生徒対象いじめアンケート調査：「学校生活のアンケート」として、年２回（７、１１月）に全児童生徒
を対象としたアンケートを行い、その後、教育相談も全児童生徒を対象に実施する。 

〈いじめ・問題行動発見時の即時対応の取組〉 
① 生徒指導上の問題行動を発見した職員は、学級担任に報告する。 
② 学級担任は、学部主事（学年主任）いじめ不登校等対策推進教諭に報告する。 
③ 状況を確認後、学部主事・いじめ不登校等対策推進教諭は、管理職に報告する。 

※①②③でその場に関係者がいないときは学部主事や管理職に連絡する。その後、関 
係者へ連絡する。 

④ 管理職の指導の下、いじめ・不登校等対策委員会を開き対策（聞き取り体制、指導の方
針、保護者への連絡など）の検討をする。 
※必要に応じて、保護者や関係機関に連絡し連携する。 
 状況によっては関係機関（警察、児童相談所、病院、ネットパトロール等）と連携を 
図る。特に警察とは、日常的に情報共有や相談を行うことができる連携体制を構築  
を図る。 
また、いじめ事案（いじめ疑い事案）の状況によって、①学校の内外で発生した児 

童生徒の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じている、又はその疑いのある 
いじめ事案（インターネット上の匿名性が高く、拡散しやすい等の性質を有してい 
る児童ポルノ関連のいじめ事案を含む）や②被害児童生徒又は保護者の加害側に対 
する処罰感情が強いなどいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事 
等に対しては、いじめ防止対策推進法第 23 条第６項に基づき、直ちに警察に相談・ 
通報を行い、適切に、援助を求める。 

    注）いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相 
談・通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を行う。 

⑤ 関係の児童生徒の聞き取り。 
⑥ 聞き取り後の児童生徒の状況を管理職に報告し、その後の指導を検討する。 
⑦ 関係職員は記録をとっておき、生徒指導主事と該当学部の生徒指導部に渡す。 
⑧ 生徒指導主事は記録を保管するとともに職員へ周知して、以後の対応に生かす。 
⑨ 被害保護者には、明確な情報や今後の方針をできるだけ早めに伝える。 
⑩ 加害保護者には、しっかりと事実確認をした事実や今後の方針を伝える。 

 

（4）重大事態に発展させない困難課題対応的生徒指導 

丁寧な事実確認とアセスメントに基づいて、解消に向けた組織的な指導、援助を進め

る。 

（いじめ・不登校等対策委員会による被害生徒の安全・安心を回復するための支援と心

のケア、加害生徒への成長支援や指導、両者の関係修復、学級の立て直しなど） 

【困難課題対応的生徒指導の具体】 

 いじめ対策委員会に加えて、SC や SSW 等の専門家や、地域の障害福祉課や子育て

支援課、警察、スクールロイヤー等の関係機関との連携・協働 

  ① 多角的な視点からの組織的な対応 

いじめを重大事態化させないために、適切な対応を怠ればどのようないじめも深刻化する可

能性があるという危機意識を教師間で共有した上で、できるだけ早い段階から関係機関とケー

ス会議を開き、多角的な視点から以下の手順で組織的な対応を進める。 

   ア アセスメント（いじめの背景や被害者生徒の傷つきの程度、加害の背景等） 



   イ プランニング（アセスメントに基づく、被害生徒への援助方針及び加害生徒への指導方針等） 

   ウ 説明・同意（被害生徒及び保護者に指導・援助方針を説明し、同意を得る） 

   エ 指導・援助プランの実施 

   オ モニタリング（３ヶ月を目途に丁寧な見守り、被害生徒及び保護者への経過報告、心理的状態の把握等） 

                                         

② 重大事態への対応 

・県教育委員会に報告するとともに、所轄警察署等の関係機関に通報し、適切な援助を求める。 

・当該いじめの対処については、県教育委員会と連携し、弁護士、医師などの外部専門家の協

力を仰ぎながら、原則として当校のいじめ対策委員会が中心となり、学校組織を挙げて行う。 

・当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、県教育委員会と連携しな

がら、学校組織を挙げて行う。 

・いじめを受けた生徒や保護者及びいじめた生徒やその保護者に対し、調査によって明らかに

なった事実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により、その説明に努める。 

・当該生徒及びその保護者の意向を十分に配慮した上で、保護者説明会等により、適時・適切

に全ての保護者に説明するとともに、解決に向け協力を依頼する。 

・いじめ対策委員会を中心として速やかに学校としての再発防止をまとめ、学校組織を挙げて

着実に実践する。 

・いじめに関する情報を記録・整理し、５年間保管する。（ケース会議資料、聴き取りメモ等） 

 

４ いじめ防止対策の組織 

生徒指導部  

・早期に児童生徒理解ができるように年度初めに情報交換の必要な児童生徒について資料を作

成し、全職員に回覧する。 

・職員朝会や月１回の各学部会で問題行動のある児童生徒について、現状や指導についての情報

交換や対応についての話し合いを行う。また、各学部を中心に全職員で情報を確認する場を設

けるなどして、情報を共有できる体制を整える。 

・養護教諭には、問題行動のある児童生徒について、現状や指導についての情報を共有する。 

 ・学舎連絡会で、学校と寄宿舎が問題行動のある児童生徒について共通理解を図る。 

 ・学校・警察連絡協議会担当者会議及び中高連絡会議に参加し、警察やＪＲ、他校のとの情報交

換をしたり、対応についての話し合いを行ったりする。 

 ・特別支援学校生徒指導担当者連絡協議会に参加し、県や他校の状況を把握したり、対応につい

ての話し合いを行ったりする。 

いじめ・不登校等対策委員会 

・いじめ事案が発生した場合は、その場で必要な処置をとるとともに管理職に報告する。また、

管理職の指示により迅速に「いじめ・不登校等対策委員会」を開き、支援体制をとるなどして

問題の解決にあたる。（いじめ・不登校等対策委員）校長、教頭、教務主任、コーディネータ

ー、学部主事、職業主任、重複学級主任、保健主事（養護教諭）寮務主任、舎総務主任、生徒

指導主事、道徳･人権･同和教育主任（学級担任） 

 

 

 

 

 

 

 



５ 「学校いじめ防止基本方針」の評価・点検について 

 いじめ防止の様々な取組について、学校評価における「生徒指導」の中に位置付け、ＰＤＣＡサ

イクルで進めていくことで、取組の検証・改善を図る。 

 1学期 ２学期 ３学期 
発
達
支
持
的
生
徒
指
導 
 

・日常的な働きかけ 

（日々の生徒への挨拶、声掛け、励まし、称賛、対話及び授業や行事等を通した個と集団への働き掛け） 

・学級づくり、集団作り（互いに認め合える、帰属意識の高揚、帰属意識の高揚、多様性など） 

・人権を意識した学校の雰囲気作り 

・学校行事での役割、責任、異年齢による集団活動 

い
じ
め
未
然
防
止
教
育 
 

・情報モラル講座（児童生徒職員） ・職員研修 ・情報連絡会 ・いじめの理解を深める授業・ＳＣ面談 

・対面式 

・スポーツフェスティバル 

・交通安全教室・音楽鑑賞会 

・SOSの出し方授業 

・夏休み前指導 

・「いじめ見逃しゼロスクール」活動 

・アート＆ワークフェスティバル 

・児童生徒人権集会、あいさつ運動 

・冬休み前指導 

・６年生ありがとう会 

・中、高等部三送会 

・生徒会選挙 

・春休み前指導 

い
じ
め
の
早
期
発
見
対
応 
 

・教育相談・進路相談（不定期） ・ＳＣ面談 

・学校生活アンケート 

・教育相談強調週間 

・学舎連絡会 

・学校生活アンケート 

・教育相談強調週間 

 

 

保
護
者 
･ 
関
係
機
関
と
の
連
携 
 

・保護者との連携、情報交換、家庭訪問等  ・警察や市町村福祉課等との連携、情報交換 

・ＰＴＡ総会 

・保護者懇談 

・三条・燕・加茂地区高等学校・

警察連絡協議会担当者会議

及び中高連絡会議 

・保護者懇談 

・三条・燕・加茂地区高等学校・警察

連絡協議会担当者会議及び中高連

絡会議 

 

・保護者懇談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


